
岸谷第四自治会だより 
 

        10 月号 2022.10.1 

              集会所の改築について 
自治会だより 4・7・8・9 月号で、集会所の現状や改築などに関する様々な情報をお伝えしてきましたが、 

9 月の役員会でも、改築の必要性、改築までの取り組み、経費の調達方法及び近隣自治会と合同で改築する 

ことの是非などについて話し合いが行われました。「安全性、利便性、築年数、施設設備(男女兼用トイレな 

ど)の問題点を考えると改築が必要だ」という意見が大勢を占めましたが、費用の調達方法、近隣自治会と 

の合同での改築や管理運営などについては、現段階では意見の集約ができませんでした。 

 既にお伝えしたように、現在の改築積立金だけでは市の補助金制度を利用しても合わせて 1,300 万円程度 

にしかならず、単独で改築することは困難です。「借金すればよい」と言う意見が出ましたが、資産のない 

自治会に融資をしてくれる金融機関はありません。また、「会費を値上げすればよい」という意見が出まし 

ましたが、現在 3,000 円／年の会費を 5 年間だけ 5,000 円に値上げしたとしても積立金額は 1,000～1,100 

万円になる程度です。また、「全会員に 1 万円の寄付をお願いすればよい」との意見も出ましたが、「様々な 

物品が値上げされ多くの家庭の生活が苦しくなっている今、会費値上げや寄付のお願いに賛同や協力を得る 

ことはできないだろう」という意見が出ました。その他に「過去の経緯などもあるのでつつじヶ丘自治会と 

合同で改築すればよい」「合同での改築と管理運営は問題が起きるから反対」などの意見が出ました。 

つつじヶ丘自治会との合同改築については、７月の役員会の結果に沿って、双方の役員代表が 2 回打ち会

を行なっています。決定ではありませんが、「経費は全て折半で支払い、管理責任と業務は公平に分担し、

利用も公平に決めて、問題や課題解決のための合同委員会を定期的に開催する」という提案には賛同してい

ただきました。また、出席した役員からは「穏やかで常識的な話し合いが行われ、無理な要求や意見の対立

もなかった」との報告がありました。 

 最終的な結論は、総会で議案として提案させていただき、会員の皆様の判断で決めていただくことになり

ます。そのために必用な情報をこれからも確実にお伝え（自治会だより・班長会・説明会などで）すると同

時に、皆様のご意見やご要望を知るための活動（説明会・アンケート・目安箱など）を行ない、一人でも多

くの皆様に賛同していただけるような議案を提案させていただきたいと考えています。岸谷第四自治会にと

って重要な案件ですので、今後の取り組みへのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

自治会ホームページ URL・QR コードからご利用を！ 

自治会からの連絡や情報を共有するためにホームページの運用を開始します。 

内容・デザイン・レイアウトなど、ご要望やお気づきの点などがありましたら是非教えてください。 

必要に応じて改善していきたいと思います。（HP 担当より） 

URL または QR コードからアクセス ☞  https://kishiya-dai4jichikai.com/  
 

              今後の予定  

10 月 2 日(日)～  敬老記念品の配布    (ご自宅へお届けします) 

10 月 16 日(日)   公園清掃・・９時から （25 班 イトーピア） ＊第２日曜連休の為 

                                

https://kishiya-dai4jichikai.com/

